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1. 計画の概要 

1-1 計画作成の背景と趣旨 

これまで多賀城市では、市内の公共交通の利便性や効率性の向上に向けバスを中心とし

た取組を「多賀城市生活交通ネットワーク計画」（計画期間：平成 29 年度～令和 7年度）

に基づき進めてきました。 

そのような中、令和 2年 11 月に地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19

年法律第 59 号）（以下「地域交通法」といいます。）が改正され、地方公共団体が交通事

業者等と連携して作成する「地域公共交通計画」に基づき、多様な輸送資源の活用による

移動ニーズへのきめ細やかな対応や、サービス改善による持続可能な交通サービスの確保

などが示されました。 

一方で近年、運行経費の増加や運転手不足等を背景とした路線バスや乗用タクシーにお

ける公共交通サービスの維持の厳しさが増しており、このような環境変化に対応しながら

公共交通サービスを維持していかなければならない難しい局面を迎えています。 

これらの状況を踏まえ、交通事業者等をはじめとする地域の関係者と連携し、多賀城市

の地域特性に合わせた利便性が高く、効率的かつ持続可能な地域公共交通の構築を目指す

ため、地域交通法に基づく「多賀城市地域公共交通計画」を策定します。 

 

1-2 計画期間 

計画の期間は、令和 8年度から令和 12 年度までの 5年間とします。 

なお、社会情勢の変化や関連する法令・制度の変更、上位計画・関連計画の策定・改定

等があった場合には、必要に応じて計画の見直しを検討します。  

 

表 計画期間 
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多賀城市 

地域公共交通計画 
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次期
計画 

次期
計画 

後期計画 
令和 8年度～令和 12 年度 
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1-3 計画の区域 

計画の区域は、多賀城市全域とします。 

なお、一部の路線は近隣市町に跨って運行していることから、近隣市町（仙台市、七ヶ浜

町、塩竈市など）と連携を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 計画の区域 

 

1-4 計画の対象 

多賀城市には様々な交通手段があり、市民の日常生活の移動を支えていることから、本

計画では、鉄道や路線バス、乗用タクシー等の地域公共交通を対象とします。 

また、公共交通の補完が期待される新たなモビリティサービスを含めて検討を進めます。 

  

多賀城市 

塩竈市 
利府町 

七ヶ浜町 

仙台市 
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1-5 計画の位置付け 

本計画は、地域交通法第 5条に規定する法定計画に位置付けられます。 

多賀城市の最上位計画である「第六次多賀城市総合計画」に掲げる将来都市像の実現に

向け、関連計画と相互に調整・連携しつつ地域公共交通のマスタープランとして策定する

ものです。 

また、多賀城市では、地球温暖化対策に関する積極果敢な取組の推進に繋げるため、令

和 4 年 2 月 3 日に「多賀城市ゼロカーボンシティ宣言」を表明しており、公共交通政策か

ら脱炭素社会の実現への貢献が求められています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 計画の位置付け 

 

多賀城市地域公共交通計画 

・第二次多賀城市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・多賀城市都市計画マスタープラン 

・多賀城市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）・（事務事業編） 

など 

宮城県地域公共交通計画 

（計画期間:令和 8～14 年度） 

第六次多賀城市総合計画 

（計画期間:令和 3～12 年度） 

《上位計画》 

《関連計画》 

《関連する広域計画》 

相互調整・連携 

整合 
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2. 公共交通等の現状 

2-1 多賀城市の概要 

（１）人口動態の変化 

多賀城市の人口動態をみると、令和 2年に 62,827 人だった人口が、将来推計値では令和

32 年に 55,087 人まで減少することが予測されています。また、年少人口（15 歳未満）及

び生産活動を支える生産年齢人口（15 歳以上 65 歳未満）の人口は減少する一方で、高齢

人口（65 歳以上）は今後も増加していく見込みとなっています。 

 
資料：令和 2 年までは国勢調査（総人口には国勢調査時点での年齢不詳者を含む）、 

令和 7 年以降は人口ビジョンによる令和 7 年市独自推計（将来展望） 

図 年齢 3区分別人口推移と将来推計 
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（２）地理的な特性 

市内には、鉄道に加えて市域全体に人口分布や施設立地状況を踏まえたバス路線ネット

ワークが広く整備されています。一方で、バス停から 300ｍ以内の公共交通圏域を算出し

た結果、市内の一部エリアにおいて公共交通圏域外（いわゆる交通不便地域）が存在して

います。 

 
 

 

 

 

 

 

 
資料：令和 2 年国勢調査結果 

図 交通不便地域の状況  
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（３）多賀城市のまちづくり 

多賀城市は、政治、経済、文化の拠点であった「多賀城」がこの地に置かれて以来、1300

年もの間、美しい自然、悠久の歴史、人々が培ってきた文化となりわいを受け継ぎつつ、

一方で新しいものを受け入れ、常に時代の流れを意識しながら、まちづくりを進めてきま

した。 

そのような中、特別史跡「多賀城跡」や国宝に指定された「多賀城碑」など稀有な歴史

遺産が所在するエリアの南側に位置する中央公園において、スケートパークや 3×3コート

など幅広い世代が利用できる施設のほか、有事の際に活用できる防災機能を併せ持つ休憩

施設等を整備し、賑わいの創出や地域経済の活性化等を推進しています。 

また、多賀城駅や多賀城市役所周辺の市中心部では、東北学院大学多賀城キャンパス跡

地において戸建住宅や分譲マンションの住環境整備に加え、商業施設やスポーツ施設など

の整備が計画されており、市民福祉の向上や地域経済の活性化を図るとともに、中心市街

地としての魅力創造に繋がる取組を推進していきます。 

 

出典：多賀城市ホームページ  

図 中央公園スケートパークの施設イメージ 

 

  
資料： ミサワホーム株式会社提供資料 

図 東北学院大学多賀城キャンパス跡地のイメージパース 
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2-2 公共交通の現状 

（１）公共交通の整備状況 

市内には鉄道や路線バス、乗用タクシー等の公共交通が存在します。鉄道については、

ＪＲ仙石線とＪＲ東北本線、ＪＲ仙石東北ラインが運行されており、路線バスについては、

多賀城東部線、多賀城西部線、汐見台団地線、荒井多賀城線（令和 2年 4月 25 日から運休

中）が運行されています。また、乗用タクシーは 2社存在します。 

 
表 公共交通の概要 

公共交通 路線 交通事業者 営業区間/営業区域 

鉄道 ＪＲ仙石線 ＪＲ東日本(株) あおば通～石巻 

ＪＲ東北本線 ＪＲ東日本(株) 仙台～一ノ関 

ＪＲ仙石東北ライン ＪＲ東日本(株) 仙台～石巻 

路線バス 多賀城東部線 (株)ミヤコーバス 国府多賀城駅～汐見台中央 

多賀城西部線 (株)仙塩交通 ヨークベニマル塩釜店前～ 

ヨークベニマル塩釜店前 

汐見台団地線※ (株)ミヤコーバス 多賀城駅～菖蒲田 

荒井多賀城線 

（運休中） 

(株)ミヤコーバス 多賀城駅～荒井駅 

乗用 

タクシー 

－ (株)塩釜東光タクシー 多賀城市、塩竈市、七ヶ浜町 

－ (有)振興タクシー 仙台市、多賀城市、塩竈市 

※汐見台団地線については地域間幹線系統補助の対象路線となっています。 

 
【参考】市内に乗り入れている路線バス 

塩竈市「ＮＥＷしおナビバス」、七ヶ浜町民バス「ぐるりんこ」、85 系統陸前高砂

行、205 系統東北大学病院行の一部区間が市内に乗り入れて運行しています。 

表 市内に一部区間が乗り入れている路線バスの概要 

路線 交通事業者 営業区間/営業区域 

ＮＥＷしおナビバス 

東南部コース 

(株)ジャパン交通 

※塩竈市から委託運行 

本塩釜駅～本塩釜駅 

七ヶ浜町民バス 

「ぐるりんこ」 

(株)ジャパン交通 

※七ヶ浜町から委託運行 

朝・夕方便：花渕～多賀城駅 

日中便：七ヶ浜国際村～多賀

城駅 

85 系統陸前高砂線 仙台市交通局 陸前高砂駅～高砂市営住宅西 

205 系統東北大学病

院行 

仙台市交通局 交通局東北大学病院～高砂市

営住宅西 
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（２）公共交通の利用状況 

市内の公共交通の利用状況をみると、利用実績を把握している市内 3 駅（多賀城駅、下

馬駅、国府多賀城駅）及び路線バスの多賀城東部線、多賀城西部線、汐見台団地線の合計

が、令和 5年で 3,812,178 人/年となっています。 

これは、新型コロナウイルス感染症の影響により令和 2 年度に利用者が減少して以降、

多賀城西部線は回復しているものの、それ以外は回復していない状況です。 

表 公共交通の利用者数 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

鉄道 4,382,920 4,397,520 4,365,648 3,191,925 3,375,155 3,651,460 3,621,895 

多賀城東部線 86,091 89,992 86,828 64,730 66,444 67,536 64,605 

多賀城西部線 37,613 37,828 35,618 27,810 30,969 36,657 43,188 

汐見台団地線 103,295 98,295 94,608 67,343 74,643 74,825 82,490 

合計 4,609,919 4,623,635 4,582,702 3,351,808 3,547,211 3,830,478 3,812,178 

 
鉄道については、未公表の陸前山王駅（無人駅）を除く、多賀城駅、下馬駅、国府多賀城駅の合算の値 

資料：東日本旅客鉄道株式会社 

図 鉄道駅の利用者数の推移 

 
汐見台団地線については、1 日当たりの利用者数を基に年間の運行日数で試算した値 

資料：多賀城市統計書、多賀城市所有データ 

図 路線バスの利用者数の推移 
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（３）公共交通の収支状況 

多賀城東部線の収支状況をみると、令和 6 年度に運賃収入が 13,250 千円、運行経費が

42,016 千円となっています。収支率は令和 2 年度以降 30%台で推移しており、令和 6 年度

に 31.5%となっています。 

 

資料：多賀城市所有データ 

図 多賀城東部線の収支状況 

 

多賀城西部線の収支状況をみると、令和 6 年度に運賃収入が 4,831 千円、運行経費が

25,852 千円となっています。収支率は令和 6年度に 18.7%まで低下しています。 

 

資料：多賀城市所有データ 

図 多賀城西部線の収支状況 
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2-3 多賀城市生活交通ネットワーク計画の検証 

平成 29 年 3 月に策定した「多賀城市生活交通ネットワーク計画（以下、「ネットワーク

計画」といいます。）」における施策の実施状況や目標の達成状況を踏まえて、ネットワー

ク計画を検証します。 

 
（１）ネットワーク計画の概要 

策定年度：平成 29 年 3 月（令和 7年 3月改定） 

計画期間：平成 29 年度から令和 7年度までの 9年間※ 

※策定当初は、平成 29 年度から令和 2 年度までの 4 年間としていましたが、

震災復興事業の進捗状況や新型コロナウイルス感染症の影響による社会情

勢の変化を鑑み、計画期間を延長し、令和 5 年度までの 7年間の計画としま

した。その後、更に計画期間を延長し、令和 7 年度までの 9 年間の計画とし

ました。 

対象区域：多賀城市全域 

基本方針：多様な交通手段を用いた市民のサービス向上と持続可能な生活交通体系

を構築する 

基本目標：1.「まちづくり」と一体となって生活交通を再編する 

2.自立した持続可能な生活交通サービスを提供する 

3.鉄道駅を中心とした生活交通ネットワークを形成する 

4.誰でもわかりやすく・使いやすい利用環境づくりを行う 

5.多様な主体と連携し生活交通ネットワークを維持する 
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（２）施策の実施状況 

ネットワーク計画に位置付けられた取組について、実施状況を整理します。 
 

表 ネットワーク計画に基づく施策の実施状況 

基本目標 実施状況 効果 

基本目標 1 

「まちづくり」と

一体となって生活

交通を再編する 

・令和 6年度に多賀城西部線のルートを延

伸し、バス停留所を新設（7 箇所） 

・行動特性に対応した路線

の再編により、買い物の

移動手段の充実と市内外

からの来訪者等の利便性

が向上した 

基本目標 2 

自立した持続可能

な生活交通サービ

スを提供する 

・令和 6年 4 月から多賀城西部線で二次元

コード決済（ＰａｙＰａｙ）の利用を開

始 

※多賀城東部線については、Ｓｕｉｃａや

ｉｃｓｃａなどが利用可能 

・キャッシュレス決済の拡

充により、支払い時の利

便性が向上し、新規利用

者の掘り起こしに繋がっ

た 

基本目標 3 

鉄道駅を中心とし

た生活交通ネット

ワークを形成する 

・多賀城西部線は 1 時間に 1 本程度のサー

ビス水準を維持 

・多賀城駅南口バスロータリーにおいて多

賀城東部線・多賀城西部線の停留所案内

サインを整備 

・鉄道との円滑な乗継時間

が維持されている 

・多賀城駅南口における案

内の視認性向上に繋がっ

た 

基本目標 4 

誰でもわかりやす

く・使いやすい利

用環境づくりを行

う 

・令和 4年 10 月 1 日から令和 7年 9 月 30

日まで、ＩＣＴを活用して高齢者や障害

者を対象としたバス運賃無償化の社会実

験を実施 

・多賀城駅前でバス停留所のロータリー及

びバスシェルター（上屋）を整備 

・多賀城東部線・多賀城西部線ともに、ノ

ンステップバスを導入 

・多賀城東部線・多賀城西部線でバスロケ

ーションシステムを導入 

・各交通事業者でバス情報を公開 

・高齢者や障害者の外出支

援や健康増進に寄与して

いる 

・バス待ち時間のストレス

軽減が図られた 

・乗降環境や運行状況の視

認性が向上した 

基本目標 5 

多様な主体と連携

し生活交通ネット

ワークを維持する 

・定期的に塩竈市、利府町、七ヶ浜町、松

島町の担当者と意見交換や会議を実施 

・多賀城市公共交通会議（令和 7年 4 月 1

日からは多賀城市地域公共交通協議会に

移行）については、定期的に会議を開催 

・関係自治体と互いに乗り

入れている路線の運行状

況や利用状況などの情報

が共有できている 

・課題解決に向けて各種関

係者と良好な関係性が構

築できている 
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2-4 各種調査から見えた現状 

（１）市民アンケート 

令和 7 年 9 月に市内 3,000 人を対象に「市民を対象とした移動に関するアンケート」を

実施しました。 

その中から見えた現状として以下の点が挙げられます。 

・70 代以上の 6割以上が 5年後の外出やお出かけに不便を感じており、その理由として

経済的な負担や運転ができなくなることを挙げています。 

・買い物や通院といった場面では、市域内移動が多くみられている一方で、通勤・通学

については、市域外への移動が多く見られています。 

・買い物、通院、通勤においては、移動手段としてほとんどが自家用車であり、公共交

通の利用が少ないことが見られています。 

 
資料：令和 7 年度「多賀城市における移動に関するアンケート」調査結果 

図 5 年後の外出やお出かけに対する不便さの年齢別の割合 

  

5.5%

6.3%

10.8%

15.3%

26.6%

21.3%

38.8%

50.0%

61.8%

15.6%

9.0%

12.3%

16.3%

21.3%

26.9%

26.2%

25.9%

7.6%

33.9%

39.6%

29.7%

35.1%

23.4%

33.1%

24.3%

11.1%

10.8%

44.0%

43.1%

45.6%

31.2%

26.6%

15.6%

6.8%

2.8%

5.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10代＋20代

(n=109)

30代

(n=144)

40代

(n=195)

50代

(n=202)

60～64歳

(n=94)

65～69歳

(n=160)

70～74歳

(n=103)

75～79歳

(n=108)

80歳以上

(n=157)

不便だと感じる やや不便だと感じる どちらとも言えない 不便だとは感じない
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〔通院流動〕 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
〔買い物流動〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
トリップとは、例えば、通勤や買い物など、「一つの目的」を達成するために出発地から到着地まで移動の

ことを指します。 
資料：令和 7 年度「多賀城市における移動に関するアンケート」調査結果 

図 通院及び買い物の流動状況 

  

西部エリア 中央エリア 東部エリア
母数n 502トリップ 250トリップ 316トリップ

0%～10%

10%～30%

30%以上

西部エリア 中央エリア 東部エリア
母数n 933トリップ 539トリップ 561トリップ

0%～10%
10%～30%
30%以上

60.4%
16.8%

9.2%
6.8%
8.7%
6.4%

19.1%
2.0%
0.3%

0% 20% 40% 60% 80%

自家用車（自分で運転）
自家用車（家族等が送迎）

鉄道
路線バス
タクシー

バイク・自転車
徒歩

その他
無回答

n=791
※回答数1027件、複数回答含

73.1%
17.5%

3.1%
2.6%
3.2%
7.7%

16.3%
0.8%
2.5%

0% 20% 40% 60% 80%

自家用車（自分で運転）
自家用車（家族等が送迎）

鉄道
路線バス
タクシー

バイク・自転車
徒歩

その他
無回答

n=1180
※回答数1496件、複数回答含
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〔通勤流動〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔通学流動〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
トリップとは、例えば、通勤や買い物など、「一つの目的」を達成するために出発地から到着地まで移動の

ことを指します。 
資料：令和 7 年度「多賀城市における移動に関するアンケート」調査結果 

図 通勤及び通学の流動状況 

  

68.3%
3.8%

22.0%
2.1%
0.6%
9.0%
15.4%

1.8%
0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

自家用車（自分で運転）
自家用車（家族等が送迎）

鉄道
路線バス
タクシー

バイク・自転車
徒歩

その他
無回答

n=681
※回答数837件、複数回答含む

西部エリア 中央エリア 東部エリア
母数n 281トリップ 155トリップ 176トリップ

0%～10%
10%～30%
30%以上

西部エリア 中央エリア 東部エリア
母数n 74トリップ 40トリップ 46トリップ

0%～10%
10%～30%
30%以上

9.2%

43.6%

3.1%

4.3%

61.3%

19.6%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80%

徒歩のみ
自転車・バイク

送迎バス
路線バス

鉄道
自家用車
その他

n=163
※回答数231件、複数回答含む、徒歩は徒歩のみの場合を集計
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（２）バス利用実態調査 

市内を運行する多賀城東部線及び多賀城西部線の利用者を対象に「バス利用実態調査」

を実施しました。 

その中から見えた現状として以下の点が挙げられます。 

・2路線ともに 60 代以上の利用者が全体の 5割以上を占めています。 

・利用者の約 5～6割が鉄道等への乗り継ぎ利用であることが明らかになっています。 

・利用者の満足度については、総じて高いものの、「運行本数」、「運行ダイヤ」について

は、一部満足していない利用者が存在しています。 

・利用状況からは、平日（昼間）や休日の利用が少ない傾向となっています。 

 

資料：バス利用実態調査（令和 7 年 9 月実施） 

図 利用者の年齢割合 

 

資料：バス利用実態調査（令和 7 年 9 月実施） 

図 バスや鉄道等との乗り継ぎ利用の割合  

11.4%

4.7%

7.6%

4.7%

5.5%

7.5%

12.3%

9.4%

10.6%

10.4%

15.7%

16.0%

34.3%

42.5%

2.5%

4.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

多賀城東部線

多賀城西部線

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 無回答

48.1%

55.1%

41.5%

36.9%

10.4%

8.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

多賀城東部線

多賀城西部線

利用あり 利用なし 無回答
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資料：バス利用実態調査（令和 7 年 9 月実施） 

図 運行内容に対する不満の割合  

11.3%

8.8%

10.1%

2.9%

3.8%

2.9%

1.3%

0.4%

0.8%

0.8%

0.4%

32.8%

29.8%

21.8%

10.9%

9.2%

8.0%

6.3%

4.2%

2.9%

2.1%

1.7%

0% 20% 40% 60%

１．運行本数

２．運行ダイヤ

３．最終便の運行時刻（平日21時台発、土日17時台発）

４．始発便の運行時刻（平日6時台発、土日7時台発）

５．JRとの乗り継ぎ

６．他の路線バスとの乗り継ぎ

７．料金

８．運行ルート

９．バス停の位置

10．運転手の対応

11．支払い方法

多賀城東部線 

満足していない あまり満足していない

24.5%

20.8%

11.3%

8.5%

5.7%

6.6%

4.7%

1.9%

2.8%

3.8%

0.9%

29.2%

24.5%

17.0%

14.2%

16.0%

6.6%

8.5%

8.5%

4.7%

3.8%

1.9%

0% 20% 40% 60%

１．運行本数

２．運行ダイヤ

３．最終便の運行時刻（平日19時台発、土日17時台発）

４．始発便の運行時刻（平日6時台発、土日9時台発）

５．JRとの乗り継ぎ

６．運行ルート

７．他の路線バスとの乗り継ぎ

８．料金

９．バス停の位置

10．支払い方法

11．運転手の対応

多賀城西部線 

満足していない あまり満足していない
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（３）ヒアリング調査 

市内の公共交通を運行する交通事業者や庁内関係課等を対象にヒアリングを実施しまし

た。 
その中から見えた現状として以下の点が挙げられます。 

・交通事業者においては、働き方改革や人材不足などを背景に経営環境は一層厳しい状

況となっています。 
・人件費引き上げ等により、運行経費が増加し、収支率が低迷しています。 
・庁内関係課等においては、各分野と公共交通の連携による事業効果が期待されており、

福祉分野においては、高齢者等の外出機会確保や社会参加の継続、健康増進といった

効果が得られると意見がありました。 

 
資料：警察庁交通局「運転免許統計」 

図 宮城県内の第二種免許保有者数の推移 

  

19,537 19,176 18,860
18,471 18,121 17,772 17,423 17,05919,771

19,032
18,237

17,572
16,839

16,026
15,283

14,435

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

平成29年 平成30年 令和1年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

大型 中型

（台）
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《参考》地域公共交通の多面的な効果について 

地域公共交通政策については、まちづくりをはじめ、観光振興、商業、健康・医療、

福祉・介護、教育、環境など様々な分野と密接な関係を有しています。そのため、地

域公共交通計画を策定するうえで、公共交通のサービス水準の向上のみならず、多面

的な視点から課題を整理することが重要となります。 

 

出展：近畿運輸局「地域公共交通 赤字＝廃止でいいの？」   

図 地域公共交通の多面的な効果のイメージ 
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2-5 公共交通を取り巻く課題 

上位計画や関連計画におけるまちづくりの方向性や多賀城市の概要、公共交通の現状、

ネットワーク計画の検証、各種調査から見えた各視点により、公共交通を取り巻く課題を

以下のとおり整理しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 多賀城市の公共交通を取り巻く課題 

 

人口減少に伴う公共交通全体の需要

高齢化の進行を背景に身体的、
経済的要因に応じた公共交通の需要

買い物や病院等の限定された利用目的による
移動需要

多賀城東部線・多賀城西部線における利用者数
や収支率の推移

特定の時間帯における公共交通の利用者数

交通事業者における経営環境

一部エリアに生じている交通不便地域

一部運行サービスにおける低満足度

各場面における公共交通の利用率

まちづくり事業との連携による相乗効果

福祉分野との連携による相乗効果

関連計画に掲げる目標

課題1
多様化する移動ニーズを見据えた

公共交通サービス

課題2
多賀城市に見合った適材適所による

公共交通ネットワークの
拡充と効率化

課題3
利用者満足度向上に資するための

公共交通サービス改善

課題4
他分野との連携・協働による

目標の実現

主な視点 課題
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3. 公共交通の目指すべき将来像 

3-1 計画の基本的な方針 

（１）計画の基本的な方針 

多賀城市生活交通ネットワーク計画（平成 29 年度～令和 7年度）の基本方針「多様な交

通手段を用いた市民のサービス向上と持続可能な生活交通体系を構築する」を受け継ぎつ

つ、上位計画及び関連計画で掲げる土地利用のあり方等を踏まえて、本計画の基本的な方

針を「多様な交通手段により、まちづくりを支える便利で持続可能な公共交通を構築する」

と定めます。 
〔本計画の基本的な方針〕 

 
 

3-2 計画の目標 

計画期間最終年度である令和 12 年度までの公共交通の目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 課題・基本方針・計画目標の関連性 

  

多様な交通手段により、 

まちづくりを支える便利で持続可能な公共交通を構築する 

多様な交通手段により、まちづくりを支える 
便利で持続可能な公共交通を構築する 

目標 1：公共交通ネットワークの強化を目指す 

目標 2：便利で快適な公共交通を目指す 

目標 3：まちづくりを支える公共交通を目指す 

■基本的な方針  

■課題 

■計画目標 

〔指標①〕公共交通の利用者数 
〔指標②〕市内移動の円滑さ（多賀城市まちづくりア

ンケート） 
〔指標③〕路線バスの収支率 
〔指標④〕路線バスの利用者一人当たりの公費負担額 

〔指標⑤〕利用者の満足度（路線バスの利用者アンケ
ート） 

〔指標⑥〕移動手段の転換（多賀城市まちづくりアンケ
ート） 

〔指標⑦〕多賀城市区域から排出される温室効果ガス排
出量 

課題 3 
利用者満足度向上に資するための 

公共交通サービス改善 

課題 1 
多様化する移動ニーズを見据えた 

公共交通サービス 

課題 2 
多賀城市に見合った適材適所による 

公共交通ネットワークの 
拡充と効率化 

課題 4 
他分野との連携・協働による 

目標の実現 
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■「第六次多賀城市総合計画」の土地利用のあり方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

◇基本理念 
地域特性を活かした調和のある土地利用 
◇基本姿勢 
ア.自然環境・都市環境の調和 
イ.持続可能な都市経営の実現 

強靭な都市防災機能と安全・安心で利便性の高い都市基盤を維持するため、複合化、
コンパクト化及び集約化といった手法により、持続可能な都市経営の実現に努めます。 

ウ.地域特性に合った魅力・付加価値の向上 
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目標 1：公共交通ネットワークの強化を目指す 

○既存の利用者への影響を踏まえつつ、交通不便地域の解消や運行の効率化などを図る

ために公共交通ネットワークを再構築します。 

○鉄道駅を拠点として多様な交通モードを有機的に結びつけることで公共交通のシーム

レス化を目指します。 

○ＪＲ仙石線多賀城駅から特別史跡「多賀城跡」までをつなぐ「東北随一の文化交流拠

点」エリアの交流人口の増加や魅力を体感することができる環境を創出するため、東

北学院大学多賀城キャンパス跡地の開発エリアや中央公園スケートパークなどのアク

セス向上をねらいとした、新たな移動需要を視野にまちなかの回遊性を向上します。 
 

〔目標を達成するための施策〕 

施策 1-1 公共交通ネットワークの再構築 

施策 1-2 公共交通のシームレス化 

施策 1-3 まちなかの回遊性向上 

 
〔計画の評価指標〕 

表 評価指標の概要 
評価指標 評価の視点 現況値 目標値（R12） 

①公共交通の利用者数 公共交通ネットワークの

強化によって利用者数の

向上に繋がっているか評

価します 

3,812,178 

人/年 

（R5） 

4,002,786 

人/年 

【向上】 

②市内移動の円滑さ（多

賀城市まちづくりアン

ケート） 

交通不便地域の解消によ

って移動の円滑さ向上に

繋がっているか評価しま

す 

78.8％ 

（R7） 

 

 

 

【向上】 

③路線バスの収支率 公共交通ネットワークの

強化を図りつつ、利用の

定着を促進することによ

って公共交通の収支率の

維持に繋がっているか評

価します 

多賀城東部線 

31.5％ 

多賀城西部線 

18.7％ 

（R6） 

 

 

 

【維持】 

④路線バスの利用者一人

当たりの公費負担額 

運行の効率化を促すこと

によって路線バスの利用

者一人当たりの公費負担

額の維持に繋がっている

か評価します 

438 円/人 

（R6） 

 

 

 

【維持】 
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目標 2：便利で快適な公共交通を目指す 

○誰もが安心かつ快適に公共交通を利用できるように、デジタル技術を活用した情報提

供の高度化や待合環境の改善を目指します。 
 
〔目標を達成するための施策〕 

施策 2-1 快適な公共交通に向けた利用環境整備と分かりやすい情報提供 

 

〔計画の評価指標〕 

表 評価指標の概要 

評価指標 評価の視点 現況値 目標値（R12） 

⑤利用者の満足度（路線

バスの利用者アンケー

ト） 

利用環境の向上によって

利用者の満足度向上に繋

がっているか評価します 

多賀城東部線 

75.6％ 

多賀城西部線 

69.8％ 
（R7） 

 

 

 

【向上】 
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目標 3：まちづくりを支える公共交通を目指す 

○にぎわいや外出機会の創出、健康増進といった他分野との連携・協働を図りながら、

公共交通の利用を促進します。 
○普段公共交通を利用しない人や多賀城市に転入される人などを対象に、自動車移動か

ら公共交通を「かしこく」使う方向性への転換を図るために公共交通を利用するきっ

かけづくりを推進します。 
○公共交通の利用を促進し、自動車移動の抑制及び温室効果ガス排出量の削減を図り、

ゼロカーボンシティの実現に貢献します。 
 
〔目標を達成するための施策〕 

施策 3-1 他分野と連携した利用促進 

施策 3-2 公共交通を利用するきっかけづくり 

施策 3-3 ゼロカーボンシティ実現に向けた取組 

 

〔計画の評価指標〕 

表 評価指標の概要 

評価指標 評価の視点 現況値 目標値（R12） 

⑥移動手段の転換（多賀

城市まちづくりアンケ

ート） 

自宅から市内・市外への

主な移動手段から公共交

通への転換状況を評価し

ます 

37.6％ 

（R7） 

 

 

 

【向上】 

⑦多賀城市区域から排出

される温室効果ガス排

出量 

ゼロカーボンシティに寄

与することによって、温

室効果ガス排出量が削減

しているか評価します 

433,000t-CO₂ 
（H31） 

217,000t-CO₂ 
【削減】 
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3-3 目指すべき公共交通ネットワーク 

（１）交通結節点及び公共交通ネットワークの位置付け 

多賀城市の交通結節点及び公共交通ネットワークについては、「多賀城市都市計画マスタ

ープラン」等における位置付けと整合を図りつつ、以下のとおり位置付けます。 
 

表 交通結節点の位置付け 

区分 機能・役割 拠点 

一次拠点 ・広域交通及び地域内交通が

接続し、各階層の路線間の

乗継を行う場所 

・多賀城駅 

二次拠点 ・市内で広域交通が利用でき

る場所 

・下馬駅 

・国府多賀城駅 

・陸前山王駅 

域外拠点 ・市外で地域内交通から広域

交通に乗継ができる場所 

・岩切駅 

 

表 交通ネットワークの体系 

区分 機能・役割 公共交通 

広域交通 ・多賀城市の経済発展や交流

の促進を支える、市内外の

移動を担う交通 

・ＪＲ東北本線 

・ＪＲ仙石線 

・ＪＲ仙石東北ライン 

・ミヤコーバス汐見台団地線 

地域内交通 ・市内の日常生活における移

動を担う交通 

・交通結節点で広域交通に接

続することで市域を跨ぐ移

動を担う交通 

・その他の路線バス 

・乗用タクシー 

・新たなモビリティサービス 

汐見台団地線については地域間幹線系統補助の対象路線となっています。 
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■「多賀城市都市計画マスタープラン」における将来都市構造図 
市街地は、多賀城駅周辺を中心に、東北随一の文化交流拠点として相応しい機能を有

した施設と駅周辺の環境整備を実施して都市機能の増進を図ります。市街地を取り巻く

特別史跡多賀城跡周辺の緑地、農地及び樹林地は、豊かな自然環境として保全及び活用

を図り、都市環境と調和がとれた暮らしやすい都市を形成します。 

また、安全・安心で利便性の高い市民生活の維持及び物資輸送や各施設へのアクセス

利便性を促進するため、市内及び市内外を結ぶ交通軸の形成を図り、多賀城市の経済発

展や交流の促進を支えます。 

 

 

資料：多賀城市都市計画マスタープラン 

図 将来都市構造図 

表 拠点の位置付け 

拠点 機能 

都市拠点 多賀城駅周辺を都市拠点として位置付けます。当該拠点は、市街地再

開発事業により整備された図書館、子育て支援施設等の都市機能が集積

し、多様な世代の人々の交流の場の創出を図ります。 

歴史・レク

リエーショ

ン拠点 

特別史跡多賀城跡及び中央公園周辺を歴史・レクリエーション拠点と

して位置付けます。文化財や歴史的遺構の保存・活用を図るとともに、

整備したスポーツレクリエーション機能等を官民連携事業Ｐａｒｋ－Ｐ

ＦＩ）を活用しながら、市内外の人々が本市の歴史や文化、スポーツ等

を楽しめる拠点の形成を図ります。 

防災復興支

援拠点 

八幡字一本柳地区を防災復興支援拠点として位置付けます。当該拠点

は、頻発化・激甚化する自然災害への備えとして、災害物資の備蓄や支

援物資の受け入れといった復興支援機能の確保を図ります。 
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（２）公共交通ネットワークの将来イメージ 

計画期間最終年度となる令和 12 年度を目標としています。 

 

《公共交通ネットワーク形成の基本的な考え方》 

  地域内交通と広域交通を有機的に繋ぐ「交通結節点」の機能を強化します 

  市外との広域的な移動を支える「広域交通」を促進します 

  市内での円滑な移動を支える「地域内交通」の利便性を向上します 

 

 
 
 
 
 

 
図 公共交通ネットワークの将来イメージ 

 

〔公共交通ネットワークが実現することで期待される移動イメージ〕 
○公共交通サービスを利用して誰もが市内を自由に移動できる 

○「多賀城市都市計画マスタープラン」において歴史・レクリエーション拠点として位

置付けている特別史跡多賀城跡や中央公園スケートパーク等へアクセスしやすくなる 

○拠点において他の交通モード間の乗継がスムーズにできる 
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4. 目標を達成するための施策 

本計画の目標達成に向けて、計画期間最終年度である令和 12 年度までの 5か年で実施す

る施策を体系づけて整理します。また、重要かつ優先的と判断した施策・事業については、

重点施策に位置付けて着実な事業推進を図ります。 

 

表 施策・事業の一覧 

目標 No 施策 取組イメージ（案） 
重点 

施策 

目標 1 

公共交通ネ

ットワーク

の強化を目

指す 

1-1 

公共交通ネ

ットワーク

の再構築 

・地域内交通の再編（多賀城東部線・多賀城西部線の運

行のあり方検討、車両の縮小化など） 

・交通不便地域の解消（実証運行の企画・実施、国や県

の補助事業の活用など） 

・他地域の先進事例などの収集・調査 

● 

1-2 

公共交通の

シームレス

化 

・交通結節点の機能強化（乗り場等の案内強化など） 

・他の交通モードへの乗継強化（広域交通との乗継ダイ

ヤの改善など） 

 

1-3 
まちなかの

回遊性向上 

・新たなモビリティサービスなどの導入検討（多賀城

駅、国府多賀城駅等から特別史跡へのマイクロモビリ

ティの実証実験） 

● 

目標 2 

便利で快適

な公共交通

を目指す 

2-1 

快適な公共

交通に向け

た利用環境

整備と分か

りやすい情

報提供 

・公共交通マップによる情報発信 

・各路線の案内強化 

・標準的なバス情報フォーマット（ＧＴＦＳ－ＪＰ）等

のデータ整備及び活用 

・既設施設（コンビニエンスストアやスーパーマーケッ

トなど）のスペース利活用 

・他地域の先進事例などの収集・調査 

● 

目標 3 

まちづくり

を支える公

共交通を目

指す 

3-1 

他分野と連

携した利用

促進 

・バス運賃割引制度の見直し（手法や割引条件の改善・

検討など） 

・商業施設等との連携 

● 

3-2 

公共交通を

利用するき

っかけづく

り 

・モビリティマネジメントの企画・実施 

・イベントや施設利用の際に公共交通機関の利用促進の

強化（公共交通の案内など） 

 

3-3 

ゼロカーボ

ンシティ実

現に向けた

取組 

・ノーマイカーデー等の企画・実施 

・他地域の先進事例などの収集・調査 
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目標 1：公共交通ネットワークの強化を目指す 

施策 1-1 公共交通ネットワークの再構築         重点施策 

■ねらい 

・既存の利用者への影響を踏まえつつ、更なる公共交通ネットワークの強化や需要と供

給のバランスを踏まえた運行の効率化を図ります。 

・東部エリアの一部交通不便地域において、地域特性や住民ニーズ等を踏まえた対応策

を検討し、交通不便地域の解消を図ります。 

・最適な交通モードの配置により、公共交通の最適化を図ることによって、収支率の改

善に繋げます。 

■取組イメージ（案） 

・地域内交通の再編（多賀城東部線・多賀城西部線の運行のあり方検討、車両の縮小化

など） 
・交通不便地域の解消（実証運行の企画・実施、国や県の補助事業の活用など） 
・他地域の先進事例などの収集・調査 

■実施主体・実施スケジュール 

〔実施主体〕 
 

多賀城市 
国・県や 

関係自治体 
交通事業者 

その他団体 

・企業 
住民・利用者 

実施主体 ● ● ● － ● 

〔実施スケジュール〕 
 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

交通不便地域

の解消に向け

た実証運行 
     

地域内交通の

再編  
 

   

  

実証運行の検討・実施 実証運行の評価・検証 

再編の評価・検証 

再編の検討・実施 
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施策 1-2 公共交通のシームレス化 

■ねらい 

・一次拠点として位置付ける多賀城駅における交通結節点の機能強化や交通モード間の

スムーズな乗継調整により、交通結節点の強化を図ります。 

■取組イメージ（案） 

・交通結節点の機能強化（乗り場等の案内強化など） 
・他の交通モードへの乗継強化（広域交通との乗継ダイヤの改善など） 

■実施主体・実施スケジュール 

〔実施主体〕 
 

多賀城市 
国・県や 

関係自治体 
交通事業者 

その他団体 

・企業 
住民・利用者 

実施主体 ● ● ● － － 

〔実施スケジュール〕 
 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

乗り場等の案

内強化と広域

交通の乗継ダ

イヤの改善 

     

 
 
《参考》モビリティハブについて 

モビリティハブとは、様々なモビリティを一つの拠点に集約して配置し、バス停や

駅と目的地の間の移動手段を確保することを目的とした施設です。 
移動手段が確保されることで、地域内の回遊性の向上や公共交通の利便性の向上

なども期待できます。 

 

出展：久留米市ホームページ   

図 モビリティハブの概念図  

評価・検証、改善 

検討・実施 
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施策 1-3 まちなかの回遊性向上             重点施策 

■ねらい 

・多賀城駅から特別史跡「多賀城跡」までをつなぐ「東北随一の文化交流拠点」エリア

の交流人口の増加や魅力を体感することができる環境を創出するため、東北学院大学

多賀城キャンパス跡地の開発エリアや中央公園スケートパークなどのアクセス向上を

ねらいとした、新たな移動需要を視野に検討を図ります。 

■取組イメージ（案） 

・新たなモビリティサービスなどの導入検討（多賀城駅、国府多賀城駅から特別史跡へ

のマイクロモビリティの実証実験） 

 
※土地利用の方針図の上に追記しています。 

資料：多賀城市都市計画マスタープラン 

図 新たなモビリティサービスなどの導入イメージ（案） 
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■実施主体・実施スケジュール 

〔実施主体〕 
 

多賀城市 
国・県や 

関係自治体 
交通事業者 

その他団体 

・企業 
住民・利用者 

実施主体 ● － ● ● － 

〔実施スケジュール〕 
 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

新たなモビリ

ティサービス

による実証実

験 

     

 
 
《参考》シェアリングサービスについて 

モビリティのシェアリングサービスとは、車や自転車などを複数の利用者で共有

して利用できるサービスのことであり、電動キックボードや超小型ＥＶ車両など用

途に応じた様々なモビリティがあります。 
各地域が抱える交通課題は様々ですが、多種多様なモビリティの特性を活かした

まちづくりや地域交通課題解決への活用が期待されています。 

 
出典：日本マイクロモビリティ協会ホームページ  

図 各地域での活用イメージ 

 
  

実証実験の 
検討・実施 

実証実験 
の評価・ 
検証、改善 

本格導入の検討・企画 
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目標 2：便利で快適な公共交通を目指す 

施策 2-1 快適な公共交通に向けた利用環境整備と分かりやすい情報提供 

                             重点施策 

■ねらい 

・市内を運行する公共交通について、全ての交通モードが網羅された路線図や時刻表、

乗継の案内などを分かりやすく提供し、初めて公共交通を利用する方でも安心して利

用できるような情報提供ツールを検討・作成します。 

・バス等の待ち時間を快適に過ごせるように沿線の既存施設との連携により、待合環境

の改善を図ります。 

■取組イメージ（案） 

・公共交通マップによる情報発信 
・各路線の案内強化 
・標準的なバス情報フォーマット（ＧＴＦＳ－ＪＰ）等のデータ整備及び活用 
・既設施設（コンビニエンスストアやスーパーマーケットなど）のスペース利活用 
・他地域の先進事例などの収集・調査 

■実施主体・実施スケジュール 

〔実施主体〕 
 

多賀城市 
国・県や 

関係自治体 
交通事業者 

その他団体 

・企業 
住民・利用者 

実施主体 ● ● ● ● － 

〔実施スケジュール〕 
 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

公共交通マッ

プによる情報

発信 

 
 

   

各路線の案内

強化      

ＧＴＦＳ－Ｊ

Ｐ等のデータ

整備 

 
    

既設施設のス

ペース利活用     
 

  

案内強化の検討・実施 

ＧＴＦＳ－ＪＰ等の活用検討 

既設施設のスペース利活用の検討・実施 

評価・検証・改善 

情報発信の評価・検証、改善 

ＧＴＦＳ－ＪＰ等のデータ整備 

情報発信の検討・実施 

案内強化の評価・検証・改善 
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《事例》富山県「でんしゃ・バスまち店舗」の取組 

富山県では、「でんしゃ・バスまち店舗」と名付けて、電車やバスの利用者が、日

差しの強い日や雨・雪が降る日でも、駅やバス停の近くの店舗の中で、快適に電車や

バスを待つことができるようにする取組を実施しています。 

 
出典：富山県ホームページ   

図 民間店舗を活用したバス待ち環境の改善イメージ（案） 

 
 

《参考》クーリングシェルターの開放について 

多賀城市では、国において宮城県内に熱中症特別警戒アラート

が発表された際に、指定されている公共施設や民間施設をクーリ

ングシェルターとして解放することとしています。なお、クーリ

ングシェルター開放時には「のぼり旗」を掲示しています。 
 
 
 
 
 

出典：多賀城市公表資料   

図 クーリングシェルターの「のぼり旗」 
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目標 3：まちづくりを支える公共交通を目指す 

施策 3-1 他分野と連携した利用促進           重点施策 

■ねらい 

・高齢者及び障害者の社会参加や外出機会の創出を図り、健康増進といった福祉分野と

の連携を図ります。 

・公共交通沿線の商業施設等を利用することによる地域経済の活性化を図ります。 

■取組イメージ（案） 

・バス運賃割引制度の見直し（手法や割引条件の改善・検討など） 

・商業施設等との連携（公共交通機関の利用者に対する施設の優待など） 

 
図 商業施設等との連携の一例（施設への乗り入れ） 

■実施主体・実施スケジュール 

〔実施主体〕 
 

多賀城市 
国・県や 

関係自治体 
交通事業者 

その他団体 

・企業 
住民・利用者 

実施主体 ● ● ● ● － 

〔実施スケジュール〕 
 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

新手法による

バス運賃割引

制度 
  

 
  

商業施設等と

の連携   
 

  

  

商業施設等との連携に向けた検討・導入 

評価・検証・改善 

新手法によるバス運賃割引制度の導入 

評価・検証・改善 

ヨークベニマル塩釜店 
の施設出入口の近くに 
バス停を設置 
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施策 3-2 公共交通を利用するきっかけづくり 

■ねらい 

・公共交通の利用方法や利便性を周知し、公共交通への親しみを醸成することで、過度

に自動車に頼る状態から公共交通や自転車等を「かしこく」使う方向へと自発的に転

換することを促すモビリティマネジメント等を推進します。 

■取組イメージ（案） 

・モビリティマネジメントの企画・実施 
・イベントや施設利用の際に公共交通機関の利用促進の強化（公共交通の案内など） 

■実施主体・実施スケジュール 

〔実施主体〕 
 

多賀城市 
国・県や 

関係自治体 
交通事業者 

その他団体 

・企業 
住民・利用者 

実施主体 ● － ● ● ● 

〔実施スケジュール〕 
 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

モビリティマ

ネジメント 
 

    

イベントや施

設利用時の公

共交通の案内 

 
    

 
《事例》仙台市「転入者モビリティマネジメント」の取組 

仙台市交通局、宮城交通、ミヤコーバ

ス、愛子観光バス、タケヤ交通が運行する

路線バスを一つのマップで見ることがで

きる「統合バスマップ」をはじめ、仙台市

の公共交通に関する情報をスマホ等で素

早く入手できるよう、ＱＲコードを掲載

した案内チラシを、各区役所戸籍住民課

などにおいて、転入の手続きをされた方

に職員が直接手渡します。 
出典：仙台市「知りたい！仙台の得する公共交通情報」  

図 配布資料の概要  

モビリティマネジメントの検討・実施 

評価・検証・改善 

公共交通の案内の検討・実施 

評価・検証・改善 
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施策 3-3 ゼロカーボンシティ実現に向けた取組 

■ねらい 

・公共交通機関の利用を促進し、自動車移動の抑制及び温室効果ガス排出量の削減を図

り、ゼロカーボンシティの実現に貢献します。 

■取組イメージ（案） 

・ノーマイカーデー等の企画・実施 
・他地域の先進事例などの収集・調査 

 
 

出典：交通エコロジー・モビリティ財団  

図 エコ通勤の啓発ポスター 

■実施主体・実施スケジュール 

〔実施主体〕 
 

多賀城市 
国・県や 

関係自治体 
交通事業者 

その他団体 

・企業 
住民・利用者 

実施主体 ● － ● ● ● 

〔実施スケジュール〕 
 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

ノーマイカー

デー等 
 

    

 

〔エコ通勤実施のメリット〕 

◇地域にとって 

・周辺地域の通勤時間帯の渋滞緩和が期待できます 

・公共交通の利用者数の増加⇔公共交通サービス水準の向上等が

期待できます 

・地球温暖化防止に寄与します 

◇事業所にとって 

・企業イメージの向上が図れます（環境配慮行動としてＩＳＯ

14001、ＣＳＲへ位置付け） 

・マイカー通勤者のための駐車場の経費の削減、社有地の有効利

用につながります 

・従業員の健康増進、通勤時の事故減少、定時出勤等に寄与します 

◇従業員にとって 

・公共交通や自転車、徒歩での通勤は、健康増進にも役立ちます 

・渋滞に巻き込まれず通勤できます 

・交通事故にあう確率が低減し安全に通勤できます 

ノーマイカーデー等の検討・実施 

評価・検証・改善 
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5. 計画の実現に向けて 

5-1 計画の推進 

目標とする将来都市像を実現するため、多賀城市地域公共交通協議会を中心として、計

画策定・変更（Ｐｌａｎ）、施策の実施（Ｄｏ）、評価・検証（Ｃｈｅｃｋ）、見直し・改善

（Ａｃｔｉｏｎ）のＰＤＣＡサイクルを繰り返しながら継続的に品質を向上していきます。

さらに、より便利で持続可能な多賀城市の都市交通環境を実現するため、住民・行政機関・

交通事業者等の連携により、継続的な取組を展開します。 
 

表 計画期間のスケジュールイメージ 

 

 
表 年間単位のスケジュールイメージ 

 

  

令和12年度
（5年目）

令和11年度
（4年目）

令和10年度
（3年目）

令和9年度
（2年目）

令和8年度
（1年目）

改善・
見直し

施策の
評価検証

施策の
準備

施策の
実施

各施策・指標の
最終評価

次期計画の
改定準備

施策の
準備

施策の
実施

改善・
見直し

施策の
評価検証

施策の
準備

施策の
実施

改善・
見直し

施策の
評価検証

施策の
準備

施策の
実施

改善・
見直し

施策の
評価検証

施策の
準備

施策の
実施

3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月

施策の実施

多賀城市地
域公共交通
協議会

今年度事業の評価
(Check)

来年度の事業計画今年度の
事業計画
(Plan)

予算要求

事業の実施（Do）

必要に応じて随時、開催

今年度事業の見直し・
改善(Action)
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5-2 関係主体の役割 

本計画を進めるにあたって、「行政」「交通事業者」「住民」の三者が連携し、一体となっ

て計画目標の達成に向け取り組むとともに、それぞれの役割を確認しながら持続可能な交

通体系の構築を目指します。 
更に、公共交通に関係する様々な主体との連携を図ることにより、持続性を高めるとと

もに、まちづくりに貢献する公共交通を目指します。 
持続的なサービス供給のために、公共交通を運営する人材確保や公共交通インフラの維

持・確保が困難になる等の公共交通事業環境の悪化への対応について、各事業者がそれぞ

れ独自の取組を推進していくだけでなく、行政や住民等の関係者が協力・連携して取り組

むことが重要となることから、自治組織等における機運の醸成や課題解決に向けた伴走支

援を実施します。 
表 関係主体の役割 

関係主体 主な役割 

行政 

・計画の策定、見直し 

・施策・事業の検討・実施・支援 

・関係者間の調整 

・運行状況・利用実績等の計測・収集 

・国・県等が主催する人材育成事業への参加による職員

の専門的スキルの向上 等 

交通事業者 

・施策・事業の検討・実施 

・関係者との相互連携・協力 

・運行状況・利用実績等の計測・収集 

・行政からの収支補填対象路線に関する運行状況・利用

実績等のデータの共有・活用 等 

住民 

住民・公共交通 

利用者（個人） 

・公共交通の積極的な利用 

・イベント等への積極的な参加 等 

地域、企業・ 

事業者（集団） 

・施策・事業への協力 

・行政や交通事業者との協働 等 

5-3 推進体制 

本計画の推進に当たっては、多賀城市地域公共交通協議会において、スケジュールを参

考に定期的に進捗状況の確認を行うとともに、目標に対する指標・数値目標などの検証・

モニタリングなどを行い、必要に応じて改善策の検討を行います。 
本市の公共交通については市域を跨ぎ運行されており、近隣自治体との調整・連携が重

要であることから、今後も近隣自治体の公共交通担当者による情報共有の場を設け、住民・

来訪者の移動や公共交通の運行などに関する意見交換や連絡・調整を行います。また、交

通事業者とは個別に協議や検討を行うことで、情報や課題などを共有します。 
  



 

40 

5-4 評価指標 

本計画で設定した基本方針を踏まえて目標の達成状況を把握するとともに、施策・事業

の効果を捉えるため、評価指標及び目標値を設定します。 
 

表 本計画の評価指標 
No 評価指標 算出方法 現況値 目標値（R12） 

1 

公共交通の
利用者数 

・鉄道（多賀城駅、下馬駅、国府多賀城
駅）及び路線バス（多賀城東部線、多
賀城西部線、汐見台団地線）の利用者
数を確認します。 

3,812,178 
人/年 
（R5） 

4,002,786 
人/年 

【向上】 

2 

市内移動の
円滑さ（多
賀城市まち
づくりアン
ケート） 

・多賀城市まちづくりアンケートにて、
市内移動の円滑さを 4段階評価（でき
ている、どちらかといえばできてい
る、どちらかといえばできていない、
できていない）で把握します。 

・4 段階評価のうち、「できている」「ど
ちらかといえばできている」を合算し
た割合を算出します。 

78.8％ 
（R7） 

 
 
 

【向上】 

3 

路線バスの
収支率 

・年度別の運行経費と運賃収入を基に、
収支率を算出します。 

多賀城東部線 
31.5％ 

多賀城西部線 
18.7％ 
（R6） 

 
 
 

【維持】 

4 

路線バスの
利用者一人
当たりの公
費負担額 

・路線バスにおける年度別の利用者及び
公費負担額を基に、公費負担額を利用
者数で除した値（公費負担額／利用者
数）を算出します。 

・現況値（令和 6 年度）：438 円/人 
＝49,786,019 円/113,536 人 

438 円/人 
（R6） 

 
 
 

【維持】 

5 

利用者の満
足度（路線
バスの利用
者アンケー
ト） 

・路線バスの利用者アンケートにて、満
足度を 5段階評価（満足している、や
や満足している、どちらでもない、あ
まり満足していない、満足していな
い）で把握します。 

・5 段階評価のうち、「満足している」
「やや満足している」を合算した割合
を算出します。 

多賀城東部線 
75.6％ 

多賀城西部線 
69.8％ 
（R7） 

 
 
 

【向上】 

6 

移動手段の
転換（多賀
城市まちづ
くりアンケ
ート） 

・多賀城市まちづくりアンケートにて、
自宅から市内・市外への主な移動手段
を各選択肢（自動車・バイク、自転
車、徒歩、鉄道、バス、自動車に同
乗）で把握します。 

・各選択肢のうち、「鉄道」、「バス」の
いずれかを選択した回答者の割合を算
出します。 

37.6％ 
（R7） 

 
 
 

【向上】 

7 

多賀城市区
域から排出
される温室
効果ガス排
出量 

・温室効果ガス排出量を確認する。 
・多賀城市地球温暖化対策実行計画（区

域施策編）に掲げる、削減目標と同値
とします。 

433,000t-CO₂ 
（H31） 

217,000t-CO₂ 
【削減】 
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6. 用語集 

【アルファベット】 

用語 解説 

ＡＩオンデマン

ド交通 

ＡＩを活用した効率的な配車により、利用者予約に対し、リアルタイム

に最適配車を行うシステムを指します。 

ＧＴＦＳ－ＪＰ 「標準的なバス情報フォーマット」における静的データフォーマットで

あり、国際的に広く利用されている公共交通用データフォーマット「ＧＴ

ＦＳ」を基本に、日本の状況を踏まえて拡張されたものを指します。 

【あ行】 

用語 解説 

新たなモビリテ

ィサービス 

ＡＩオンデマンド交通、自動運転、超小型モビリティ、グリーンスロー

モビリティ、シェアサイクル等を指します。 

【か行】 

用語 解説 

グリーンスロー

モビリティ 

時速 20km 未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サ

ービスで、その車両も含めた総称のことを指します。 

【さ行】 

用語 解説 

シェアサイクル 都市内に設置された複数のサイクルポートを相互に利用できる利便性の

高い交通システムを指します。 

自動運転 ドライバー（人間）が行っている、認知、判断、運転操作（加速、操

舵、制動など）といった行為を、人間の代わりにシステム（機械）が行う

技術を指します。 

シームレス化 乗継等の交通機関間の「継ぎ目」や交通ターミナル内の歩行や乗降に際

しての「継ぎ目」をハード・ソフト両面にわたって解消することにより、

出発地から目的地までの移動を全体として円滑かつ利便性の高いものとす

ることを指します。 

ゼロカーボンシ

ティ 

2050 年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを表明した自治体を指しま

す。 

【た行】 

用語 解説 

超小型モビリテ

ィ 

自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境性能に優れ、地域の手軽な

移動の足となる 1 人～2人乗り程度の車両を指します。 

【ま行】 

用語 解説 

マイクロモビリ

ティ 

自動車よりコンパクトで機動性が高く地域の手軽な移動の足となる１人

または２人乗り程度の車両のことを指します。 

モビリティマネ

ジメント 

一人ひとりのモビリティ（移動）が、社会的にも個人的にも望ましい方

向（過度な自動車利用から公共交通等を適切に利用する等）に変化するこ

とを促す、コミュニケーションを中心とした交通政策を指します。 
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